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税 務 ア ン テ ナ
税理士の独り言

□相続財産は預金、不動産、有価証券等の
誰がゴールテープを持って迎え入れてく プラスの財産から借入金、未払金等のマイ

れる人にまで心を馳せるだろうか。 ナスの財産を控除して相続税の基礎となる
小平奈緒が、今年 10 月の全日本距離別選 課税価格を算出します。

手権を競技人生のゴールに置きました。「次 相続財産から控除できる債務とは、被相
の世界に飛び込むために、いろいろな人に 続人が負った相続時点の債務で、借入金、
支えて貰いながら次のスタートラインにつ 準確定申告に係る所得税や消費税、未払の
けるところがゴール」と語る彼女が見てい 入院費用、公共料金、住民税、固定資産税
る先は、次のゴールまでにできるアスリー 等です。又、香典返しを除いた葬儀費用や
トである自分の社会的存在理由です。 寺院へのお布施も控除の対象となります。

人は支え合いながら、思いやりあいなが ただし、遺産分割に係る弁護士費用や相
ら生きるのだと実感したボランティアの経 続税申告に係る税理士費用、初七日や法事
験から人生観を転換していきました。 費用、墓地や仏壇等の未払金は控除の対象

強さは優しさがあってこそ輝きます。 になりません。

私 の 書 棚 よ り □法人が役員に対して支給する給与の額の
うち定額同額給与に該当しない額は損金に

○「死」は生物学的には、土に還ると 算入されません。
しか言えませんが、一方では大循環、 定期給与の額につき、給与改定がされた
つまり永遠につながるものであるよう 場合、その事業年度開始の日の属する会計
に思えます。そして、すべてを平等に 期間開始の日から 3 か月を経過する日まで
してくれる存在だと言えるのではない にされる定期給与の額の改正であれば、そ
かと思います。 の改正からその事業年度終了の日までの間
○私たちは死の遺伝子がプログラムさ の各支給時期における支給額が同額であれ
れていることによって「必ず死ねる」 ば、定期同額給与に該当します。
のです。そして自死性を有する死すべ 3 月決算法人で定期給与の支給日が毎月
き存在だからこそ、与えられた有限の 20 日である場合に翌職務執行期間に係る最
人生をしっかりと生き抜こうと思うこ 初の給与の支給時期を 7 月 20 日支給分から
とができます。 にすることも定期同額給与に該当します。

「ヒトはどうして死ぬのか」
田沼靖一著 幻冬舎新書 税務に関するご質問をお受けしております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

６ 月 の 税 務 ス ケ ジ ュ ー ル

10 日 ○ 5 月分の源泉所得税の納付 30 日 ○ 6 月決算法人の消費税各種
選択届出書提出

30 日 ○ 4 年 4 月決算法人の確定申告
○ 3 年 10 月決算法人の中間申
告（予定申告）
○ 3 年 7 月､ 10 月､ 4 年 1 月決
算法人の消費税中間申告

今月の贈る言葉『一より習い十を知り、十よりかえるもとのその一』by 千利休


